
 

 

1
頁
 

○ 総 務 省 告 示 第    号  

 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 五 十 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 電 気 通 信 番 号 計

画 （ 令 和 元 年 総 務 省 告 示 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 変 更 す る 。  

令 和   年   月   日  

総 務 大 臣  林   芳 正    

 次 の 表 に よ り 、 変 更 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 変

更 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 変 更 前 欄 及 び 変 更 後 欄 に 対 応

し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 下 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 変 更 前 欄 に 掲 げ

る 対 象 規 定 を 変 更 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 変 更 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 変 更 前 欄 に こ れ

に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。  

 

別紙４ 
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変   更   後  変   更   前  

第１ 総則 第１ ［同左］ 

１ 定義 １ ［同左］ 

⑴ この計画において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。 ⑴ ［同左］ 

［イ～ワ 略］ ［イ～ワ 同左］ 

カ モバイル網固定電話 電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）第14条第５

号に規定するモバイル網固定電話 

［新設］ 

ヨ ［略］ カ ［同左］ 

⑵ ⑴に規定するもののほか、この計画において使用する用語は、法、電気通信事業法施行規

則及び電気通信番号規則（令和元年総務省令第４号）において使用する用語の例による。 

⑵ ⑴に規定するもののほか、この計画において使用する用語は、法、電気通信事業法施行規

則（昭和60年郵政省令第25号）及び電気通信番号規則（令和元年総務省令第４号）において

使用する用語の例による。 

［２～５ 略］ ［２～５ 同左］ 

第３ 利用者設備識別番号に関する事項 第３ ［同左］ 

 電気通信番号 電気通信

番号によ

り識別す

る電気通

信設備又

は提供す

べき電気

通信役務

の種類若

しくは内

容 

電気通信番号の使用に関する条件 

  電気通信番号 電気通信

番号によ

り識別す

る電気通

信設備又

は提供す

べき電気

通信役務

の種類若

しくは内

容 

電気通信番号の使用に関する条件 

 

 

電気通

信番号

の種別 

電気通信番号の

構成 
  

電気通

信番号

の種別 

電気通信番号の

構成 
 

 固定電

話番号 

□0 ＡＢＣＤＥＦ

ＧＨＪ 

（ただし、英字

は十進数字とし

、ＡＢＣＤＥは

、市町村の区域

を勘案して別表

第１に定めると

ころに従い、総

務大臣の指定に

より電気通信事

業者ごとに定め

固定端末

系伝送路

設備及び

当該設備

に接続さ

れる利用

者の端末

設備等（

特定接続

電話番号

により識

別するも

［第１～第３ 略］ 

第４ 電話転送役務（発信転送又は着信転送における

利用者設備識別番号として固定電話番号を使用する

場合に限る。以下この第４において同じ。）を提供

する者にあっては、次のとおりとする。 

１ 電話転送役務の提供に関する契約を締結するに際

しては、次に掲げるところにより、最終利用者の確

認を行うこと。 

⑴ 別表第４に定める方法により、本人特定事項（

自然人にあっては氏名、住居及び生年月日をいい

、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所

の所在地をいう。以下同じ。）の確認を行うこと

  固定電

話番号 

□0 ＡＢＣＤＥＦ

ＧＨＪ 

（ただし、英字

は十進数字とし

、ＡＢＣＤＥは

、市町村の区域

を勘案して別表

第１に定めると

ころに従い、総

務大臣の指定に

より電気通信事

業者ごとに定め

固定端末

系伝送路

設備及び

当該設備

に接続さ

れる利用

者の端末

設備等（

特定接続

電話番号

により識

別するも

［第１～第３ 同左］ 

第４ 電話転送役務（発信転送又は着信転送における

利用者設備識別番号として固定電話番号を使用する

場合に限る。以下この第４において同じ。）を提供

する者にあっては、次のとおりとする。 

１ 電話転送役務の提供に関する契約を締結するに際

しては、次に掲げるところにより、最終利用者の確

認を行うこと。 

⑴ 別表第４に定める方法により、本人特定事項（

自然人にあっては氏名、住居及び生年月日をいい

、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所

の所在地をいう。別表第４において同じ。）の確
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るものとする。

） 

の又はワ

イヤレス

固定電話

若しくは

モバイル

網固定電

話を識別

する場合

を除く。

） 

。 

［⑵ 略］ 

［２～７ 略］ 

るものとする。

） 

の及びワ

イヤレス

固定電話

を識別す

る場合を

除く。） 

認を行うこと。 

［⑵ 同左］ 

［２～７ 同左］ 

 

   ワイヤレ

ス固定電

話及び当

該役務に

係る利用

者の端末

設備等 

第１ 重要通信の取扱いについては、次のとおりとす

る。 

１ 利用者が緊急通報を行うことが可能であること。

ただし、固定電話番号を使用して提供する電気通信

役務が、特定の業務の用に供する通信に用途が限定

されているものであって、緊急通報を代替して提供

するための措置を講じている場合その他の総務大臣

が特に認める場合を除く。 

２ 電話転送役務（ワイヤレス固定電話に付加する電

話転送役務であって、発信転送における利用者設備

識別番号として固定電話番号を使用する場合に限

る。以下この２において同じ。）を提供する場合で

あって、緊急通報を発信した端末設備等に係る電気

通信番号その他当該発信に係る情報を、当該緊急通

報に係る警察機関、海上保安機関又は消防機関の端

末設備等に送信することで、緊急通報の利用者を誤

認させるおそれがあるときは、１の規定にかかわら

ず、当該緊急通報を不可能とする措置及び緊急通報

を代替して提供するための措置を講じ、かつ、電話

転送役務において緊急通報を利用できないことにつ

いて利用者に説明を行うこと。 

    ワイヤレ

ス固定電

話及び当

該役務に

係る利用

者の端末

設備等 

第１ 上欄第１、第２及び第４の規定について、適用

があるものとする。 

［新設］ 

 

 

 

 

 

［新設］ 

 

    第２ 番号ポータビリティについては、次のとおりと

する。 

固定電話番号の指定を受けた電気通信事業者（当該

指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提

供（２以上の段階にわたる卸電気通信役務の提供を含

む。）を受ける電気通信事業者を含む。）の相互間

     ［新設］  
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で、番号ポータビリティが可能であること。ただし、

番号ポータビリティの実施に係る技術的な困難性、番

号ポータビリティを実施しないことによる利用者への

影響その他の事情を勘案して総務大臣が特に認める場

合を除く。 

    第３ ワイヤレス固定電話を提供する者が自ら指定を

受けて固定電話番号を使用するための条件は、次の

とおりとする。 

     第２ ワイヤレス固定電話を提供する者が自ら指定を

受けて固定電話番号を使用するための条件は、次の

とおりとする。 

 

    ［１～３ 略］      ［１～３ 同左］  

    ４ 利用者の端末設備等が固定電話番号の示す地理的

識別地域の外で使用されないための技術的措置を講

ずること。 

     ［新設］  

    ５ ［略］      ４ ［同左］  

    ６ １から５までを満たすための機能を端末設備等に

委ねている場合は、最終利用者が自ら変更した端

末設備等の設定を無効とする技術的措置等を講ず

ること。 

     ５ １から４までを満たすための機能を端末設備等に

委ねている場合は、最終利用者が自ら変更した端末

設備等の設定を無効とする技術的措置等を講ずるこ

と。 

 

    ７ ワイヤレス固定電話を提供するために利用する端

末系伝送路設備を設置する電気通信事業者との間に

おいて、１から６までに関する取決めを行うこと。 

     ６ ワイヤレス固定電話を提供するために利用する端

末系伝送路設備を設置する電気通信事業者との間に

おいて、１から５までに関する取決めを行うこと。 

 

    第４ ［略］      第３ ［同左］  

    第５ 電話転送役務（ワイヤレス固定電話に付加する

電話転送役務であって、発信転送又は着信転送にお

ける利用者設備識別番号として固定電話番号を使用

する場合に限る。以下この第５において同じ。）を

提供する者にあっては、次のとおりとする。 

     ［新設］  

    １ 電話転送役務の提供に関する契約を締結するに際

しては、次に掲げるところにより、最終利用者の確

認を行うこと。 

⑴ 別表第４に定める方法により、本人特定事項の

確認を行うこと。 

⑵ 活動の拠点（利用者の端末設備等が設置される

ものに限る。）が、番号区画（別表第１に定める

市外局番に応じた番号区画であって、電話転送役

務に使用される固定電話番号に係るものをいう。

以下この第５において同じ。）の区域内にあるこ

とを確認すること。ただし、活動の拠点が複数存
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在する場合にあっては、活動の拠点（利用者の端

末設備等が設置されるものに限る。）及び主たる

活動の拠点が、番号区画の区域内にあることを確

認すること。 

    ２ 電話転送役務の提供に関する契約を締結するに際

しては、電話転送役務に使用される固定電話番号に

より識別される利用者の端末設備等が、番号区画の

区域内にある最終利用者の活動の拠点に設置されて

いることを確認すること。 

       

    ３ 発信転送を行う機能のみを提供する場合であっ

て、当該発信転送に係る発信元の電気通信番号を通

知しないこととするために必要な措置、又は固定電

話番号以外の電気通信番号を通知するために必要な

措置（当該発信転送に係る発信元を誤認させるおそ

れがない場合に限る。）が講じられているときは、

１及び２の規定は適用しない。 

       

    ４ 電話転送役務の提供に係る電気通信設備につい

て、特定総合品質又はこれと同程度の音声伝送に関

する品質を満たしていることの確認が行われている

こと。ただし、当該電気通信設備について事業用電

気通信設備の自己確認（電気通信番号を使用して音

声伝送役務の提供の用に供するものに限る。）が行

われているものである場合は、この限りでない。 

       

    ５ 発信転送を行う機能を提供する場合であって、品

質に係る規定を満たすことを確認していない旨を着

信者へ通知するために必要な措置、又は当該発信転

送に係る発信元の電気通信番号を通知しないことと

するために必要な措置が講じられているときは、当

該機能の提供について４の規定は適用しない。 

       

    ６ 着信転送を行う機能を提供する場合であって、品

質に係る規定を満たすことを確認していない旨を発

信者へ通知するために必要な措置が講じられている

ときは、当該機能の提供について４の規定は適用し

ない。 

       

   モバイル

網固定電

話及び当

第１ 重要通信の取扱いについては、次のとおりとす

る。 

１ 利用者が緊急通報（利用者に付番する固定電話番
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該役務に

係る利用

者の端末

設備等 

号に対応する音声伝送携帯電話番号により緊急通報

を行う方法によるものを含む。）を行うことが可能

であること。 

２ 電話転送役務（モバイル網固定電話に付加する電

話転送役務であって、発信転送における利用者設備

識別番号として固定電話番号を使用する場合に限

る。以下この２において同じ。）を提供する場合で

あって、緊急通報を発信した端末設備等に係る電気

通信番号その他当該発信に係る情報を、当該緊急通

報に係る警察機関、海上保安機関又は消防機関の端

末設備等に送信することで、緊急通報の利用者を誤

認させるおそれがあるときは、１の規定にかかわら

ず、当該緊急通報を不可能とする措置及び緊急通報

を代替して提供するための措置を講じ、かつ、電話

転送役務において緊急通報を利用できないことにつ

いて利用者に説明を行うこと。 

    第２ 番号ポータビリティについては、次のとおりと

する。 

固定電話番号の指定を受けた電気通信事業者（当該

指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提

供（２以上の段階にわたる卸電気通信役務の提供を含

む。）を受ける電気通信事業者を含む。）の相互間

で、番号ポータビリティが可能であること。ただし、

番号ポータビリティの実施に係る技術的な困難性、番

号ポータビリティを実施しないことによる利用者への

影響その他の事情を勘案して総務大臣が特に認める場

合を除く。 

       

    第３ 自ら指定を受ける固定電話番号を使用してモバ

イル網固定電話を提供する者、自ら指定を受ける固

定電話番号を使用する卸電気通信役務の提供の相手

方が当該卸電気通信役務を利用してモバイル網固定

電話を提供する場合における当該卸電気通信役務を

提供する者及び卸電気通信役務を利用してモバイル

網固定電話を提供する者にあっては、次のとおりと

する。 

       

    １ モバイル網固定電話を提供するための電気通信設

備が、法第41条第１項、第２項又は第３項の適用を
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受けるものであり、かつ、事業用電気通信設備の自

己確認を行っていること。 

    ２ 固定電話番号の示す地理的識別地域と異なる電気

通信番号が利用されないための技術的措置を講ずる

こと。 

       

    ３ 利用者の端末設備等が固定電話番号の示す地理的

識別地域の外で使用されないための技術的措置を講

ずること。 

       

    ４ 他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号

接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこ

と。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 

⑴ インターネットプロトコルを使用して直接接続

する方法（ＥＮＵＭ方式に限る。）により、網間

信号接続を行うこと。 

⑵ 第一種指定電気通信設備及び全ての網間信号接

続対象事業者の電気通信設備と網間信号接続を行

うこと。 

       

    ５ １から４までを満たすための機能を端末設備等に

委ねている場合は、最終利用者が自ら変更した端末

設備等の設定を無効とする技術的措置等を講ずるこ

と。 

       

    ６ モバイル網固定電話の提供に関する契約を締結す

るに際しては、別表第１に定める市外局番に応じた

番号区画に、利用者の端末設備等の設置場所が含ま

れることを確認すること。 

       

    ７ 他の電気通信事業者の設置した電気通信設備を利

用してモバイル網固定電話を提供する場合又は自ら

設置した電気通信設備を利用して他の電気通信事業

者がモバイル網固定電話を提供する場合は、１から

６までに関して電気通信事業者間における取決めを

行うこと。 

       

    第４ 電話転送役務（モバイル網固定電話に付加する

電話転送役務であって、発信転送又は着信転送にお

ける利用者設備識別番号として固定電話番号を使用

する場合に限る。以下この第４において同じ。）を

提供する者にあっては、次のとおりとする。 

       

    １ 電話転送役務の提供に関する契約を締結するに際        
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しては、次に掲げるところにより、最終利用者の確

認を行うこと。 

⑴ 別表第４に定める方法により、本人特定事項の

確認を行うこと。 

⑵ 活動の拠点（利用者の端末設備等が設置される

ものに限る。）が、番号区画（別表第１に定める

市外局番に応じた番号区画であって、電話転送役

務に使用される固定電話番号に係るものをいう。

以下この第４において同じ。）の区域内にあるこ

とを確認すること。ただし、活動の拠点が複数存

在する場合にあっては、活動の拠点（利用者の端

末設備等が設置されるものに限る。）及び主たる

活動の拠点が、番号区画の区域内にあることを確

認すること。 

    ２ 電話転送役務の提供に関する契約を締結するに際

しては、電話転送役務に使用される固定電話番号に

より識別される利用者の端末設備等が、番号区画の

区域内にある最終利用者の活動の拠点に設置されて

いることを確認すること。 

       

    ３ 発信転送を行う機能のみを提供する場合であっ

て、当該発信転送に係る発信元の電気通信番号を通

知しないこととするために必要な措置、又は固定電

話番号以外の電気通信番号を通知するために必要な

措置（当該発信転送に係る発信元を誤認させるおそ

れがない場合に限る。）が講じられているときは、

１及び２の規定は適用しない。 

       

    ４ 電話転送役務の提供に係る電気通信設備につい

て、特定総合品質又はこれと同程度の音声伝送に関

する品質を満たしていることの確認が行われている

こと。ただし、当該電気通信設備について事業用電

気通信設備の自己確認（電気通信番号を使用して音

声伝送役務の提供の用に供するものに限る。）が行

われているものである場合は、この限りでない。 

       

    ５ 発信転送を行う機能を提供する場合であって、品

質に係る規定を満たすことを確認していない旨を着

信者へ通知するために必要な措置、又は当該発信転

送に係る発信元の電気通信番号を通知しないことと
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するために必要な措置が講じられているときは、当

該機能の提供について４の規定は適用しない。 

    ６ 着信転送を行う機能を提供する場合であって、品

質に係る規定を満たすことを確認していない旨を発

信者へ通知するために必要な措置が講じられている

ときは、当該機能の提供について４の規定は適用し

ない。 

       

 ［略］   ［同左］  

［注１～４ 略］ ［注１～４ 同左］ 

備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。  
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   附  則  
（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 令 和 八 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 準 備 行 為 ）  

２  電 気 通 信 事 業 者 （ 電 気 通 信 事 業 法 第 二 条 第 五 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 事 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

は 、 こ の 告 示 の 施 行 の 日 前 に お い て も 、 こ の 告 示 に よ る 変 更 後 の 電 気 通 信 番 号 計 画 （ 以 下 「 新 計 画

」 と い う 。 ） の 規 定 に 適 合 す る 電 気 通 信 番 号 使 用 計 画 を 作 成 し 、 同 法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 の 認 定 に

係 る 申 請 を す る こ と が で き る 。  

３  電 気 通 信 事 業 者 は 、 こ の 告 示 の 公 示 の 際 現 に 電 気 通 信 事 業 法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 の 認 定 を 受 け て

い る 電 気 通 信 番 号 使 用 計 画 に つ い て 、 新 計 画 の 規 定 に 適 合 さ せ る た め 、 こ の 告 示 の 施 行 の 日 前 に お

い て も 、 同 法 第 五 十 条 の 六 第 一 項 の 変 更 の 認 定 に 係 る 申 請 を す る こ と が で き る 。  

４  総 務 大 臣 は 、 前 二 項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に は 、 こ の 告 示 の 施 行 の 日 前 に お い て も 、 電 気 通 信 事 業

法 第 五 十 条 の 四 （ 同 法 第 五 十 条 の 六 第 二 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基

づ き 、 同 法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 の 認 定 又 は 同 法 第 五 十 条 の 六 第 一 項 の 変 更 の 認 定 を す る こ と が で き

る 。  


